
（様式－１ 表紙） 
 

 
 １ 調査名称：今治市総合都市交通体系調査 

 
 
 
 ２ 調査主体：今治市 
 
 
 ３ 調査圏域：今治市陸地部 
 
 
 ４ 調査期間：平成 19 年度～平成 21 年度 

 

 

 ５ 調査概要： 
今治市では、平成 2～3 年度にかけて、旧今治市を対象として「今治広域都市圏総合都市交通

体系調査」（愛媛県施行）を実施し、自動車を中心とした平成 22年を目標とする交通体系の立案

を行った。しかし、その後の国道 196号今治バイパスの供用、瀬戸内しまなみ海道および今治湯

ノ浦ＩＣの開通等による広域交通体系の整備や、平成17年 1月の 12市町村による広域合併によ

り、市中心部の中心核、旧町村中心部の生活拠点および臨海部の産業拠点等に市街地が分散して

いる状況にある。また、人口減少や超高齢社会の到来に伴う自動車利用の減少、中心市街地の衰

退および厳しい財政状況による公共投資余力の減退等が顕在化してきている。 

このような背景から、都市計画道路の長期未着手路線、市町村合併に伴う交通流動の変化、

大規模小売店舗の郊外進出等による都市構造の変化、衰退する中心市街地活性化支援等の都市

交通問題への早急な対応等が求められている。 

本調査は、上記の問題に対応した総合的な都市交通体系の実現を目的として、基礎資料の収

集や交通施設整備計画の立案等を行うものである。 

 
 
  

 

 



（様式-2a 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

１ 調査名：今治市総合都市交通体系調査 

 

２ 報告書目次 

 

第１編 調査の全体概要 

１．調査目的 

２．対象地域 

３．調査の全体構成 

４．調査対象 

 

第２編 平成 19 年度調査の概要 

１．調査概要 

２．オーナーインタビューＯＤ調査 

３．世帯票の集計とりまとめ 

４．スクリーンライン調査・コードンライン調査 

５．ターミナル調査 

６．通勤における自転車利用状況調査 

 

第３編 平成 20 年度調査の概要 

１．調査概要 

２．交通実態調査の概要 

３．都市構造分析 

４．交通現況分析 

５．オリジナルデータの拡大処理等 

６．自動車交通の特性分析 

７．将来フレームの設定 

８．予測モデルの構築と現況交通量推計 

９．将来交通需要の予測 

10．交通課題の明確化 

 

第４編 平成 21 年度調査 

§１ 総合交通体系編 

１．調査概要 

２．既定道路網の評価 

３．都市計画道路の見直し 

４．総合都市交通体系（案）の策定 

５．新規路線の提案 

６．広報資料（案） 



７．今後の検討課題 

 

   参考１ ケース別将来交通量 

   参考２ 波止浜停車場蛭子町線の必要性 

   参考３ 大西宮脇地区まちづくり交付金事業の道路計画（まち交道路）について 

 

§２ 自転車走行環境編 

１．調査概要 

２．自転車を取り巻く背景 

３．今治市の自歩道の現況 

４．学校へのヒアリング調査 

５．自転車ネットワーク（案）の検討 

 



今治市総合都市交通体系調査検討委員会（委員会） 
（委員長：愛媛大学教授 柏谷 増男） 

（様式-2b 調査概要） 

 ３ 調査体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 委員会名簿等 

今治市総合都市交通体系調査検討委員会 委員名簿 

区 分 所      属 役 職 氏 名 

学識経験を

有する者 

 愛媛大学工学部         （委員長） 教 授 男 柏 谷 増 男 

 愛媛大学大学院 講 師 男 倉 内 慎 也 

 谷川法務事務所 行政書士 女 谷川 めぐみ 

関係団体等 

からの推薦

者 

 今治市連合自治会 会 長 男 
矢 野    學 

（三 好 俊 夫） 

 今治商工会議所 交通運輸部会長 男 赤 尾 宣 宏 

 今治商店街協同組合 常務理事 男 新居田 久佳 

 今治タクシー事業協同組合 理事長 男 平 野 文 雄 

 瀬戸内運輸(株) 
常務取締役 

（取締役運輸部長） 
男 門 田 正 孝 

 特定非営利活動法人大西ＮＰＯスイセイ 理事長 男 竹 内 靖 正 

関係行政  

機関の職員 

 国土交通省四国地方整備局建政部 都市調整官 男 
佐 藤 将 年 

（要 藤 正 任）
 国土交通省四国地方整備局      

松山河川国道事務所 
事務所長 男 

五十川 泰史 
（髙 松   諭）

 愛媛県今治警察署 署 長 男 
楠   正 司 

（宮 脇 直 志）

 愛媛県東予地方局今治土木事務所 
（愛媛県今治地方局建設部） 

事務所長 
（建設部長） 

男 
松本 正二郎 

（藤 﨑   茂）
（篠 原 義 晴）

公募による
市民 

 公募委員   男 谷口 健一郎 

市の職員 

 今治市市民環境部 部 長 男 越 智 正 規 

 今治市新都市調整部 部 長 男 
日之西 正樹 

（長 野 和 幸）

 今治市建設部 部 長 男 
青 野 信 悟 

（飯 野 俊 廣）

    計 17 名   敬称略・順不同

今治市総合都市交通体系調査庁内検討部会（部会） 
（部会長：今治市都市整備部部長 井出 直） 

今治市総合都市交通体系調査 事務局 
（今治市都市整備部都市政策課） 



 

今治市総合都市交通体系調査庁内検討部会 部会員名簿 

庁内検討部会 

 今治市都市整備部 部 長 男 
井 出   直 

（青 野   功） 

    市民環境部生活交通課 課 長 男 
武 田 重 雄 

（十 亀   裕） 

    新都市調整部新都市調整課 課 長 男 冨 田   浩 

    都市整備部建築指導課 課 長 男 
本 宮 一 真 

（岡 本 昌 三） 

    都市整備部高速道路課 課 長 男 
池内 敬太郎 

（苅 田 順 治） 

    建設部道路課 課 長 男 
渡 辺 純 二 

（青 野 信 悟） 

    建設部管理課 課 長 男 
高橋 潤三郎 

（白 石   直） 

    計 7 名   敬称略・順不同

 



Ⅱ 調査成果                          （様式－３ａ 調査成果） 
 
 １ 調査目的 

今治市では、平成 2～3年度に旧今治市を対象として「今治広域都市圏総合都市交通体系調査」

を実施し、自動車を中心とした平成 22 年を目標とする交通体系の立案を行った。しかし、その

後の国道196 号今治バイパスの供用、瀬戸内しまなみ海道および今治湯ノ浦ＩＣの開通等による

広域交通体系の整備や、平成 17 年 1 月の 12 市町村による広域合併に伴い、市中心部の中心核、

旧町村中心部の生活拠点および臨海部の産業拠点等に市街地が分散している状況にある。また、

人口減少や超高齢社会の到来に伴う自動車利用の減少、中心市街地の衰退および厳しい財政状況

による公共投資余力の減退等が顕在化してきている。 

このような背景から、都市計画道路の長期未着手路線、市町村合併に伴う交通流動の変化、

大規模小売店舗の郊外進出等による都市構造の変化、衰退する中心市街地活性化支援等の都市

交通問題への早急な対応等が求められている。 

本調査は、上記の問題に対応した総合的な都市交通体系の実現を目的として、基礎資料の収

集や交通施設整備計画の立案等を行うものである。 

最終年となる本年度は、19 年度および 20 年度の調査結果を受けて、交通計画に係る基本方

針の検討や既定道路網の評価等を行い、都市計画道路の見直し（案）の策定や総合都市交通体

系（案）の策定等を行うことを目的とする。 

  
  ２ 調査フロー 
 
 
 
 
 

将来交通需要に係る

関係機関調整 

１．既定道路網の評価 
・需給バランスの

検証 

２．都市計画道路の見直し
（廃止・変更候補路線の
抽出） 

 ・見直し対象路線の抽出 
・評価対象区間の評価

３．総合都市交通体系の検討
 ・交通体系の基本方針の検

討 
 ・道路網計画（案）の立案
・幹線道路の整備方策

総合都市交通体系（案） 

交通計画に係る基本方針の

検討 

愛媛県都市計画道路
見直しガイドライン
（H20.3） 

４．新規路線の提案 

５．広報資料（案）の

作成 
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 ３ 調査圏域図 
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 （様式-3b 調査成果） 

４ 調査成果 

４.1 既定道路網の評価 

既定の都市計画道路がすべて完成した状況の将来道路網（フルネット）を対象に、平成

42 年における交通量推計を行った。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図 1 Ｈ42 将来交通量図（既定計画道路網がすべて整備された場合） 

 
○断面需給バランス 

・すべての断面で、交通量が交通容量を大幅に下回っている。 

 

○交通量 

・国道 196 号（（都）3･2･2 宅間長沢線）で連続して 2 万台/日を超えているほか、国道

317 号（（都）3･5･27 今治日高線、（都）3･5･8 今治近見線）、（都）3･3･4 宮脇片山線、

（都）3･3･50 矢田高橋線等で 2万台/日を超えている。 

・今治小松自動車道（（都）1･3･1 今治小松線）、（主）今治波方港線（(都)3･4･11 今治喜

田村線）等で交通量が多く、1万台/日を超えている。 

 

○混雑度 

・混雑度（交通量/交通容量）が 1.0 を連続して上回る区間は見られない。 

     ※混雑度が 1.0 を上回っているのは、発生集中点近傍がほとんどである。 

 

■既定都市計画道路網が H42 まで

にすべて整備された場合 



４.２ 都市計画道路の廃止・変更候補路線の選定 

都市計画道路の廃止・変更候補路線の選定を行った。 
 （１）都市計画道路見直しの目的 

○都市計画道路の必要性の再評価 

・整備の見通しが立っていない都市計画道路について、総合都市交通体系

調査の結果を踏まえ、社会経済情勢の変化により都市計画道路の必要性

に変化が生じてないかどうかの再評価を行います。 

 

○目指すべき都市の将来像に沿った道路網の構築 

・都市計画道路の必要性、事業化の実現性、土地利用の状況等を総合的に

評価し、「存続」、「変更」、「廃止」の方向性を定め、見直しを行う

ことにより、目指すべき都市の将来像に沿った道路網の構築を図ります。 

 

○行政としての説明責任 

・都市計画道路の見直しの方針を明確にし、住民に適切な情報提供を行う

ことにより、行政としての説明責任を果たすとともに、住民に身近で、

より信頼される計画とします。 

 
 
 （２）都市計画道路見直しの必要性 

今治市の都市計画道路の延長は約 118.9 ㎞で、その 63.5％が整備済みであるが、未

着手路線約 29.7km の約７割が都市計画決定後 30 年以上経っている状況となっている。 

今後、将来的には人口減少等により交通量が減少するものと見込まれ、また、昨今の

財政状況などから、都市計画道路の整備に要する事業費の削減なども予想される。この

ような状況に加えて、今治市の場合には、昭和 21 年の都市計画決定後 60 年以上に渡る

未整備路線もあるため、都市計画道路見直しの必要性が高まっていた。  
 

 

図 2 都市計画道路の事業進捗状況 

 



 （３）廃止・変更候補路線の抽出フロー 
廃止・変更候補路線の抽出にあたっては、愛媛県都市計画道路見直しガイドライン

（H20.3）を参照し、「STEP1：必要性が低い区間の抽出」「STEP2：廃止候補区間の抽出」

「STEP3：変更候補区間の抽出」により行った。 
 

 

評 価 対 象 区 間 

（全 36 区間） 

①将来交通需要（H42）の検証 
②路線の必要性の検証 

必要性が低い区間 

③道路構造令との整合の検証 
 ・幅員が不足している（基準を満足していない）

区間 
④事業の実現性の検証 
 ・現地の状況から実現が困難な区間 
 ・施工が困難な区間 
⑤ネットワーク機能の検証 
 ・代替路線の有無、現道の機能 
 ・ネットワーク機能発現 

廃止候補区間 存続候補区間 

廃止候補区間 
変更候補区間 

（車線数・幅員縮小、
   ルート変更）

存続候補区間 

〈STEP1：必要性の低い区間の抽出〉

〈STEP2：廃止候 補路線の抽出〉

③道路構造令との整合の検証 
 ・車線数・幅員の縮小が可能な区間 
④事業の実現性の検証 
 ・ルート変更により施工が容易となる

区間 

必要性が高い区間 

③～⑤のいずれかに該当し、
特に問題が大きい区間 

〈STEP3：変更候 補路線の抽出〉

車線・幅員の縮小が可能 
ルート変更 

・将来交通量 5百台/日未満 
・必要性該当項目数 3以下 

or 

 

 

図 3 廃止・変更候補路線抽出フロー 



   （４）評価対象区間の見直しの視点、評価指標 

都市計画道路の見直しにあたっては、①将来交通需要（H42）の検証、②路線の必要

性の検証、③道路構造令との整合の検証、④事業の実現性の検証、⑤ネットワーク機能

の検証等により、評価対象区間の評価を行い、都市計画道路の廃止・変更候補路線の選

定を行った。 
表 1 評価対象区間の見直しの視点、評価指標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項     目 評 価 指 標 

対象路線の現状把握 

路線の概要 都市計画決定の概要 

路線の現状 

交通状況 

沿道状況 

未着手の要因 

１．将来交通需要（Ｈ42）の検証 ①自動車交通需要 

２．路線の必要性の検証 

交通機能 ②交通混雑の緩和 

ネットワーク機能 

③関連計画における位置づけ 

④広域ネットワークの形成 

⑤地区内のネットワークの形成 

⑥アクセス機能 

地域のまちづくり 

⑦地域のまちづくり支援 

⑧公共交通の利用促進 

⑨都市環境機能 

⑩都市防災機能 

３．道路構造令との整合の検証 ⑪道路構造令との整合 

４．事業の実現性の検証 
現地状況 

⑫支障建築物 

⑬景観や自然環境への影響 

施工の難易度 ⑭施工困難箇所 

５．ネットワーク機能の

検証 

代替性 ⑮代替路線の有無、現道の機能 

ネットワーク機能 ⑯ネットワークとしての連続性 

住民との合意形成の見込み 
住民からの要望 

都市計画法 53 条許可状況 



表 2 廃止・変更候補区間 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 4 廃止・変更候補路線 

※

区分 規模 番号

1 3 3 6 鳥生大浜八町線 東鳥生町2丁目 東鳥生町2丁目

2 3 4 13 別宮漁師町線 本町4丁目 美保町1丁目

3 3 4 18 （1）波止浜中道線 内堀2丁目 地堀2丁目

4 3 5 14 今治駅北浜町線 別宮町6丁目 本町7丁目

5 3 5 15 （1）第５前線 蒼社町1丁目 泉川町1丁目

6 3 5 20 広小路大新田線 室屋町6丁目 大新田町3丁目

7 3 5 25 泉川通線 泉川町1丁目 鯉池町3丁目

8 3 5 26 黄金通蒼社川通線 黄金町6丁目 黄金町6丁目

9 3 5 27 （2）今治日高線 小泉3丁目 別名

10 3 5 27 （3）今治日高線 別名 高橋

11 3 5 32 蒼社橋天保山線 旭町5丁目 天保山町5丁目

12 3 5 34 榎町線 泉川町1丁目 蒼社町1丁目

変更候補
区間

1 3 5 25 泉川通線 泉川町1丁目 泉川町2丁目

委員会
協議区間

1 3 5 37 (3) 波止浜停車場蛭子町線 波止浜1丁目 中堀4丁目

終点

廃止候補
区間

№
街路番号

街路名称 起点

※第５回、第６回の検討委員会において協議を行った結果、存続候補路線とした区間。 



４．３ 道路網計画（案）の立案・評価 
（１）道路網計画（案）の立案 

既定の将来道路網（フルネット）をベースに、廃止候補路線の削除・変更候補路線

の変更を行うことにより、道路網計画（案）の立案を行った。 
   （２）道路網計画（案）の評価 

この道路網計画（案）に基づく交通量配分結果を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 道路網計画（案）における将来交通量図（Ｈ42） 

 

（３）評価指標と目標サービス水準 

表 3 道路網計画（案）の評価指標と目標サービス水準 

区分 評価指標 目標サービス水準 
目標サービス水準 

設定理由 
（参考）現況値 

都市間連絡
の強化 

①今治市⇔西条市の所要時
間短縮 

約 1割削減 
（45 分以下） 

今治小松自動車道の効果目標として設
定 

50 分 
（交通量配分による推計値） 

②混雑区間の混雑度 概ね 1.0 未満 混雑解消 ― 
ボトルネッ
クの解消 ③特定交差点（片山、喜田

村など）の混雑度 
概ね 1.0 未満 混雑解消 ― 

④中心市街地の通過交通量 
約 2割削減 
（315 百台/日以下） 

ＣＯ２排出量の 2 割削減を達成するた
め、交通量ベースでも同じ目標を設定

394 百台/日 
（交通量配分による推計値） 中心部の交

通の円滑化 
⑤中心市街地の平均混雑度 

約 2割削減 
（0.40 以下） 

ＣＯ２排出量の 2 割削減を達成するた
め、交通量ベースでも同じ目標を設定

0.49 
（交通量配分による推計値） 

⑥３次医療施設（県立新居
浜病院）までの所要時間 

約 1割削減 
（45 分以下） 

今治小松自動車道の効果目標として設
定 

50 分 
（交通量配分による推計値） 安心感・安

全性の向上 
⑦交通事故発生件数 

約 2割削減 
（920 件/年以下） 

中心市街地の交通量削減に準じて 
約 1,150 件/年 
（H19 今治警察署管内（交通事故白書））

環境改善 ⑧ＣＯ２排出量 
約 2割削減 
（500ｔ/日以下） 

政府宣言 25％に対する道路整備によ
る寄与分として約 2 割削減を設定 

626ｔ/日 
（交通量配分による推計値）  

 国
道
31
7
号
 

国
道
196号

瀬戸内しまなみ海道

国
道
196号今

治
小
松
自
動
車
道

（
主
）
今
治
波
方
港
線（

主
）
大
西
波
止
浜
港
線

国
道
31
7号

（
主
）
今
治
波
方
港
線

国
道
317号

大西支所

玉川支所

今治市役所

波方支所

朝倉支所

菊間支所

■すう勢型都市構造による 
 ※存続候補路線が H42 まで

にすべて整備された場合 



交通量
(A)

百台／日

交通容量
(B)

百台／日

需給差
(A-B)

百台／日

需給比
(A/B)

交通量
(A)

百台／日

交通容量
(B)

百台／日

需給差
(A-B)

百台／日

需給比
(A/B)

Ａ
北側から都心部へ
の流出入断面

212 510 -298 0.42 212 510 -298 0.42

Ｂ
蒼社川以南から都
心部への流出入断

335 900 -565 0.37 332 900 -568 0.37

Ｃ
市南部を横断する
断面

223 600 -377 0.37 224 600 -376 0.37

Ｄ
頓田川を横断し市
街地への流出入断

489 1,979 -1490 0.25 489 1,979 -1490 0.25

Ｅ
市南部から市街地
部への流出入断面

221 893 -671 0.25 222 893 -671 0.25

Ｆ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（１）

122 773 -650 0.16 122 773 -650 0.16

Ｇ
市街地部を西側に
迂回する断面

314 645 -331 0.49 314 645 -331 0.49

Ｈ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（２）

139 510 -371 0.27 135 510 -375 0.27

Ｉ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（３）

521 1,223 -702 0.43 507 1,223 -715 0.42

Ｊ
都心部へ西側から
の流出入断面

427 1,050 -623 0.41 426 1,200 -774 0.36

Ｋ
北西側から市街地
への流出入断面

320 1,050 -730 0.30 320 1,050 -730 0.30

（参考）既定計画道路網配分結果（Ｈ４２）

断面の意図断面

道路網計画（案）配分結果（Ｈ４２）

（４）需給バランス 

交通量・混雑度は、既定将来道路網のケースからほとんど変化せず、廃止候補路線

を廃止しても交通処理的に問題はないものと考えられる。 

表 4 断面需給比 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 設定断面位置図 
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４.４ 総合都市交通体系（案）の策定 

今治市の将来都市構造を実現していくための総合都市交通体系の基本方針を次のとおり

とする。 

道路整備の基本方針 

1：幹線道路軸の形成 

・今治小松自動車の早期完成、IC アクセス道路、主要都市計画道路の整備等により、

今治市の道路骨格軸の形成を図る。 

2：交通の円滑化 

・国道 196 号、317 号、（主）今治波方港線等の混雑路線・区間、ボトルネック等の混

雑解消・緩和に寄与する道路整備を進め、市街地部の交通の円滑化を図る。 

3：今治新都市の支援 

・主要開発プロジェクトである今治新都市の活動基盤として、新都市アクセス道路の

整備を進め、今治市の新たな拠点形成を図る。 

4：適正な道路網の計画 

・必要性、実現性の低い都市計画道路の廃止・変更により、効率的・効果的な道路整

備を進め、今治市の将来都市構造に向けた基盤づくりを図る。 

 
 

（１）今治市の交通課題と交通体系の基本方針 

今治市の交通課題と交通体系の基本方針を以下に示す。 

 
 

①広域交流を促進し、地域の活性化を図るしまなみ海道及び今治小松自動車道の早
期完成が不可欠 

・広域交流の促進に向けて、しまなみ海道の暫定供用区間や今治小松自動車道に残
る未供用区間、暫定供用区間の早期完成供用が不可欠 

②多岐に渡る広域交通網の利活用による広域交流の促進策との連携 
・飛行機、バス、鉄道、自動車等の多岐に渡る交通手段を十分に活用した広域交流

の促進策との連携を図ることが不可欠 

③安心・安全な暮らしを支える道路網の形成が不可欠 
・交通事故対策や、緊急輸送道路等の地域の安心・安全な暮らしを支える道路網の

構築が不可欠 
・特に、災害時の高齢者の避難、誘導等に対応できるまちづくりの支援、高齢者の

交通特性からみた事故対策の視点が必要 

④混雑解消に向けた道路網の形成が不可欠 
・自動車交通の今後の推移に注視しながらも、混雑区間やボトルネック等の継続的

な対応が不可欠 
・既存ストックを活用した効率的効果的な道路整備の展開が不可欠 

⑤長期未着手都市計画道路への対応が不可欠 
・都市計画決定をして 30 年以上未着手の路線もあり、これへの早急な対応が不可欠

⑥地域の活性化を支援する道路網の形成が不可欠 
・都心部に対して、まちなか再生、まちなか居住を支援するため、その役割に応じ

た道路の充実が必要 
・今治新都市・旧町村の拠点、産業拠点等を連絡する道路の維持整備が不可欠 

⑦地球環境問題に対応した道路網の形成が不可欠 
・ＣＯ２やＮＯxといった大気汚染物質の排出を削減し、自然環境に負荷をかけない

地域交通体系の確立が不可欠 
・徒歩や自転車といったＣＯ２を排出しない交通手段やバス、鉄道といった効率的な

輸送が可能な交通手段への転換を図ると共にこれらが利用しやすい受け皿となる
空間確保や拠点へのアクセス走行性の向上策等が不可欠 

①高齢者等の生活交通を支える交通体系の構築が急務 
・高齢化が進展し、単身高齢者世帯が増加するなかで、生活交通体系の構築が急務

②混雑解消に向けた代替交通機関としての利用促進 
・交通利用をマネジメントし、自転車やバスの利用による混雑の緩和施策の展開が

重要 

③地域の活性化を支援する公共交通網の形成が不可欠 
・今治新都市が担う副次核や合併後も残る旧町村の拠点、商業施設等を連絡する公

共交通網の維持整備が不可欠 

④地球環境問題に対応した交通体系の形成が不可欠 
・地球温暖化の原因とされるＣＯ２やＮＯxといった大気汚染物質の排出を削減し、

自然環境に負荷をかけない地域交通体系の確立が不可欠 
・自動車から徒歩や自転車といったＣＯ２を排出しない交通手段やバス、鉄道といっ

た効率的な輸送が可能な交通手段への転換を図ると共にこれらが利用しやすい空
間確保や利便性を確保した運行体系の形成が不可欠 

A-1 幹線道路軸の形成 

・今治小松自動車の早期完成、IC アクセス道路、主要都市計画

道路の整備等により、今治市の道路骨格軸の形成を図る。 

A-2 交通の円滑化 

・国道 196 号、317 号、（主）今治波方港線等の混雑路線・区間、

ボトルネック等の混雑解消・緩和に寄与する道路整備を進め、

市街地部の交通の円滑化を図る。 

A-3 今治新都市の支援 

・主要開発プロジェクトである今治新都市の活動基盤として、

新都市アクセス道路の整備を進め、今治市の新たな拠点形成

を図る。 

B-1 歩行者・自転車ネットワークの形成 

・都心部等を中心とした快適で安全な歩行者・自転車ネットワ

ークの形成により、魅力ある中心市街地の形成を図る。 

A-4 適正な道路網の計画 

・必要性、実現性の低い都市計画道路の廃止・変更により、効

率的・効果的な道路整備を進め、今治市の将来都市構造に向

けた基盤づくりを図る。 

B-2 都市構造に対応したバス網の再編 

・公共交通不便地域への対応、今治新都市への対応、新たな道

路整備への対応等により、望ましい都市構造に対応したバス

網の再編を行う。 

B-3 公共交通の利便性向上 

・駅前広場の整備・拡充、バス利用の利便性向上等により、公

共交通の利便性向上、ひいては公共交通の利用促進を図る。

【 交通体系の基本方針 】 【 今治市の交通課題 】 

道
路
交
通

公
共
交
通
等

道
路
交
通

公
共
交
通

 

 

図 7 総合都市交通体系の基本方針 
  



（２）幹線道路軸形成の方向 

幹線道路軸形成の方向 

○広域交流軸 

・瀬戸内しまなみ海道や今治小松自動車を広域交流軸として位置づけ、今治市と他県

との連携強化を図る。 

○都市間交流軸 

・国道 196 号、317 号といった主要な幹線道路を都市間交流軸として位置づけ、今治市

と周辺市との連携強化を図る。 

○地域間交流軸 

・上記外の幹線道路を、市内各地域をネットワークする地域間交流軸として位置づけ、

各拠点間の連携強化を図る。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 幹線道路軸形成の方向 



   （３）総合都市交通体系（案）の策定 
幹線道路の整備方策と総合都市交通体系（案）を以下に示す。 

表 5 幹線道路の整備方策 

幹線道路整備の基本方針 整備方策（メニュー） 

①幹線道路軸の形成 

○今治小松自動車道の整備促進
○主要都市計画道路の整備 

・国道 317 号（（都）3･3･5、（都）3･5･27） 
・（都）3･4･11 今治喜田村線 
・（都）3･4･28 今治駅西高橋線 
・（都）3･5･35 丸田辻堂線    等 

②交通の円滑化 
○中心市街地の都市計画道路の整備

・（都）3･3･5 今治本町波止浜高部線 
・（都）3･5･20 広小路大新田線 
・（都）3･5･29 竹屋町線     等 

③今治新都市の支援 
○今治新都市アクセス道路の整備 

・（都）3･3･50 矢田高橋線 
・（都）3･4･52 高地延喜線 
・（都）3･4･28 今治駅西高橋線  等 

④適正な道路網計画 

○都市計画道路の廃止
・（都）3･3･6 鳥生大浜八町線 
・（都）3･4･13 別宮漁師町線 
・（都）3･4･18 波止浜中道線 
・（都）3･5･14 今治駅北浜町線 
・（都）3･5･15 第５前線 
・（都）3･5･20 広小路大新田線 
・（都）3･5･25 泉川通線 
・（都）3･5･26 黄金通蒼社川通線 
・（都）3･5･27 今治日高線 
・（都）3･5･32 蒼社橋天保山線 
・（都）3･5･34 榎町線 

○都市計画道路の変更 
・（都）3･5･25 泉川通線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 総合都市交通体系（案） 



  ４．５ 中心部集約型都市構造に対応した将来交通量 

（１）検討の目的 

都市計画道路の見直しのベースとした将来交通量は、現状の今治市の都市構造が今後

も維持される「すう勢型」の将来都市構造を前提としている。 

しかしながら、昨今の都市整備の動向を見ると、人口減少、高齢化の進展、地球環境

改善への社会的要請、財政面での制約等、都市を取り巻く社会経済情勢が変化している

現状を背景に、都市の無秩序な拡散を抑制し、都市機能の集積を促進する集約型のコン

パクトな都市整備が全国的に志向されている。 

都市がコンパクトになれば、都心居住を進めることにより職場と自宅が近くなり（職

住近接）、通勤による渋滞を緩和することができるとともに、高齢者などの自家用車を利

用しにくい人々が歩いて商店街や公共公益施設を利用することが可能となる。また、近

郊の緑地や農地の保全にもつながる。さらに、都市の中心部にさまざまな機能を集積す

ることによって、相乗的な経済交流活動が活発となり、中心市街地の活性化にも期待で

きる。 
今治市においても、中心部居住の促進を図る施策を実施・検討しているところである。 

このような点から、今治市の将来都市圏構造として「中心部集約型」の都市構造を想定

し、将来交通量の推計を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通白書 2009 

 

図 10 集約型都市構造のイメージ 

 



（２）検討の前提 

前提とした中心部集約型将来都市構造の条件は以下のとおりであり、今治市全体の人

口が減少すると予測される中、中心市街地では人口が維持されるものとした。 

※）従業人口については、すう勢型、中心部集約型ともすべてのＣゾーンで同じ減少

率を設定している（現況比 0.89）。 

ただし、今治新都市に対応するゾーンについては、計画従業人口を上乗せしている。 

 

表 6 中心部集約型将来都市構造の設定条件（夜間人口） 

 中心市街地 中心市街地以外 

すう勢型 

すべてのＣゾーンで同じ減少率を設定（現況比 0.78） 

※ただし、今治新都市に対応するゾーンについては、計画人口を上

乗せ 

中心部 

集約型 

すべてのＣゾーンを現況人口で固

定（現況比 1.00） 

すべてのＣゾーンで同じ減少率を

設定（現況比 0.77） 

※ただし、今治新都市に対応する

ゾーンについては、計画人口を

上乗せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 中心部集約型都市構造において夜間人口を集約させる中心市街地ゾーン 



（３）将来交通量 

中心部集約型将来都市構造に対応した将来交通量の推計結果を以下に示す。 

・断面需給比を見ると、各断面とも 0.5 未満と低い。 

・すう勢型からの交通量の変化をみると、中心部で増加、周辺部で減少している。た

だし、増加量はほとんどの区間で 5百台/日未満と少ない。 

・交通量が増加する中心部においても、連続する混雑区間は見られない。 

 
以上のことから、今治市において今後、まちなか居住を促進するなど中心部集約型の

都市構造への転換を図る施策を進めたとしても、交通量的には問題がないものと考えら

れる。 

表 7 断面需給比（中心部集約型都市構造） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図 12 設定断面位置図 

交通量
(A)

百台／日

交通容量
(B)

百台／日

需給差
(A-B)

百台／日

需給比
(A/B)

交通量
(A)

百台／日

交通容量
(B)

百台／日

需給差
(A-B)

百台／日

需給比
(A/B)

Ａ
北側から都心部へ
の流出入断面

210 510 -300 0.41 212 510 -298 0.42

Ｂ
蒼社川以南から都
心部への流出入断

343 900 -557 0.38 335 900 -565 0.37

Ｃ
市南部を横断する
断面

225 600 -375 0.38 223 600 -377 0.37

Ｄ
頓田川を横断し市
街地への流出入断

490 1,979 -1,488 0.25 489 1,979 -1,490 0.25

Ｅ
市南部から市街地
部への流出入断面

221 893 -671 0.25 221 893 -671 0.25

Ｆ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（１）

120 773 -652 0.16 122 773 -650 0.16

Ｇ
市街地部を西側に
迂回する断面

312 645 -334 0.48 314 645 -331 0.49

Ｈ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（２）

140 510 -370 0.27 139 510 -371 0.27

Ｉ
予讃線を横断し東
西を結ぶ断面（３）

526 1,223 -697 0.43 521 1,223 -702 0.43

Ｊ
都心部へ西側から
の流出入断面

427 1,050 -623 0.41 427 1,050 -623 0.41

Ｋ
北西側から市街地
への流出入断面

318 1,050 -732 0.30 320 1,050 -730 0.30

※道路網は将来道路網計画（案）

（参考）すう勢型

断面の意図断面

集約型

今
治
小
松
自
動
車
道

国
道
196号

道317号

（
主
）
今
治
波
方
港
線

国
道
31
7号

国
道
317号

（
主
）
今
治
波
方
港
線

今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所今治市役所

朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所朝倉支所

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

ＤＤＤＤＤＤＤＤＤ

ＥＥＥＥＥＥＥＥＥ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＦ
ＧＧＧＧＧＧＧＧＧ

ＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪ

ＫＫＫＫＫＫＫＫＫ



４.５ 自転車走行環境 

（１）調査概要 
自転車は排気ガスを出さない環境にやさしい乗り物として、また、運動不足解消に役

立ち健康によい乗り物として見直され始めている。 
一方で、駐輪をはじめとする中学生や高校生のマナーの問題（傘さし運転、携帯しな

がら運転など）や自転車に関する事故が多発するなどの課題も多い。 
今治市においても、市街地中心部においては高校や中学校が集積しているため、事故

やヒヤリの状況を確認し、主として都市計画道路区域内における安全・快適な自転車走

行空間を検討した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 13 自転車ネットワーク（案）の提案フロー 
 

(1) 今治市の自歩道の現況 

(3) 施設位置図、事故、ヒヤリ発生箇所 

(4) 道路ネットワークの状況 

(6) 施策の分類 

(5) 都市計画道路の状況 

（H42 までに整備が想定される区間） 

(7) 自転車ネットワーク（案）の提案 

・公共施設、観光施設位置 

・事故発生箇所（事故データ） 

・ヒヤリ発生箇所（学校ヒアリング） 

（国県道、主要道路などの幹線道路） 

・自転車道 

・自転車レーン 

・自歩道（構造分離） 

・自歩道（視覚分離） 

・自歩道（分離なし） 

(2) ヒヤリ調査 

調査概要 



（２）自転車を取り巻く背景 

① 保有状況・利用状況 

・我が国の自転車保有台数は自動車保有台数を上回っている。 

・通勤・通学に利用する代表交通手段の 30 年間の推移を見ると、自転車はほぼ一定

の割合で推移している。 

・自転車は 5km 程度の短距離の移動では、どの手段よりも所要時間が短く、都市内

交通として極めて効率的な移動手段である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14 自転車及び自動車の保有台数の推移       図 15 自転車保有率の国際比較 

 
 

（３）今治市の自歩道の現況 
歩道は幅員が４ｍ未満の区間が多い。 

 

  
図 16 今治市の自歩道の現況 
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（４）学校へのヒアリング調査 
① 調査対象 

今治北高・今治南高の職員（生活指導の先生等）を対象にヒアリング調査を実施

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 ヒアリング高校位置図 

 

○ヒアリング日時 ：平成 21 年 10 月 9 日（金） 

○ヒアリング先 ：今治北高、今治南高 



② ヒアリング結果 

ヒアリング結果を下記に示す。 
 

＜全校生徒数は？＞ 

今治北高：962 人、 今治南高：746 人 

 

＜自転車通学者数は？＞ 

今治北高：771 人、 今治南高：720 人（自転車通学者のステッカー配布数） 

 

＜自転車のマナーは？＞ 

・傘をさしながらの運転や、交差点でのミラーを確認しない飛び出し、携帯で話し

ながらの運転などがある。 

・学校としてのマナー教室は行っていないが、生徒の自発的な活動（ロータリーク

ラブのようなもの）はある。 

・正門の前やライフショップの横、今治西高との通学路が重なる箇所などには毎日

教員が立っている。 

・交通安全週間の期間中は、警官が常盤町交差点などに立っている。 

 

＜自転車利用率＞ 

・全校生徒数のうち自転車利用者は今治北高 80％、今治南高 97％と非常に高い。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 自転車利用割合（今治北高）       図 19 自転車利用割合（今治南高） 

 
  

80%

20%

自転車利用者

非自転車利用者
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自転車利用者
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（５）自転車ネットワーク（案）の提案 

今治市自転車ネットワーク（案）は、市中心部の主要施設（今治駅、今治市役所、今

治港、中央住民センター、今治城など）を結ぶものとした。また、ヒアリング調査を行

った今治北高、今治南高が面する幹線道路においても通学時の利用が多いことから、ネ

ットワークを形成することを提案する。 
 

自転車ネットワーク

今治駅

今治港

今治城

今治市役所 今治北高 

今治南高 

市立図書館

総合福祉
センター

公会堂

中央住民
センター

今治西高 

今治精華高 

今治明徳高 

 
 

＜参考資料＞ 整備イメージ（案） 

 

 

今治駅

今治港

今治城

今治市役所 今治北高 

今治南高 

市立図書館 

総合福祉
センター

公会堂

中央住民
センター

今治西高 

今治精華高 

今治明徳高 

＊今治城側は土日祝日に停車帯部分が駐車可とな 

るため、自転車道整備に際しては注意が必要。 

今治駅西高橋線 

自転車道としての指定 

駅西大通り線 

自転車道としての指定 

今治日高線 

自転車道としての指定 

商店街 

商店街の中央部分を自転車道として指定 
 
 
 
 

＊現況は歩行者天国（ただし、自転車通行可） 

歩道    自転車道    歩道 

12.0m 

今治駅天保山線 

自転車レーン or 自転車道の検討 

今治駅北浜町線 

＊この間は交通バリアフリー基本構

想の準特定経路に指定されてお

り、今後整備していく予定。 

今治駅天保山線 

自転車道の精微 

歩道幅員

実質的 2.4m

自転車道幅員

実質的 1.7m

歩道幅員 

実質的 2.4m

自転車道幅員

実質的 1.7m

5.00                10.00                   5.00 

20.00（道路幅員） 

（車道）

＊交通バリアフリー基本構想の特定経路に指定されており、 

平成 21 年度に当断面にて整備済み。 

＊この区間も、交通バリアフリー基本構想の特定経路に指定

されており、今治駅側区間（左断面図区間）の整備後に、 

当断面にて順次整備していく予定。 

今治駅天保山線 

 

2.00
(歩道)

1.50 
(自転車道)

1.50
(植樹帯)

2.00 
(歩道) 

1.50 
(自転車道) 

1.50 
(植樹帯) 

5.00                 10.00                5.00 

20.00（道路幅員） 

（車道） 

＊写真は、黄金通蒼社川通線。H42 将来交通量予測

では、0～200 台/日と非常に少ない。このため、2

車線道路から１車線道路への車道ダイエットを検

討。今治駅天保山線（停車帯）の今治城側が、土

日祝日には駐車帯となることから、代替路として当

ルートを提案。 

黄金通蒼社川通線・一番町線 

自転車レーン or自転車道の検討 

 


